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「八代市移住者交流ネットワークづくり事業」の委託業者選定に係る 

企画提案競技実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八 代 市 

企画政策課 

  



１ 目的 

 本要領は「八代市移住者交流ネットワークづくり事業」を受託する事業者を選定するた

めに、提案の応募等について必要な事項を定める。 

 

２ 委託業務の概要 

事業名称 「八代市移住者交流ネットワークづくり事業」 

委託する業務 ワークショップ等の開催、「移住者交流ネットワーク」の立ち上げ 

※業務委託仕様書のとおり。 

委託期間 契約締結の日から平成２９年 ３月３１日（金） 

委託金額 １，４９７，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）以内 

 

３ 選定・契約方法 

企画提案書等の公募によるプロポーザル方式により、評価が最も優れている者を契約候

補者として選定し、随意契約により委託契約を締結する。なお、契約候補者として選定さ

れた者が辞退するか、参加資格を満たさなくなった場合は、次点の者を契約候補者に選定

するものとする。 

 また、提案参加者が１者の場合にあっても審査を実施し、その提案内容が審査基準を満

たすと認められる場合は、その者を契約候補者として選定し、随意契約により委託契約を

締結する。 

 

４ 参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない 

ものであること。 

（２）企画提案書等の提出期限において、八代市競争入札参加資格者指名停止等措置を受けて 

いないこと。 

 

５ 選定スケジュール 

本件プロポーザルの日程については以下の通りとする。 

手続き 日程・期限 

（１）公募開始（市ホームページ掲載） １２月１５日（木）～ 

（２）質疑の提出期限 １２月２８日（水）１７時必着 

（３）企画提案書等の提出期限 １月１０日（火）１７時必着 

（４）１次審査（書面審査）及び結果通知 １月１１日（水）を予定 

（５）２次審査（プレゼン） １月１３日（金）を予定 

（６）結果通知 （５）の概ね一週間以内 

（７）契約の締結 １月中旬を予定 

  ※（３）を以って申込みとする。 

 



６ 実施要領等の配布 

企画提案書、実施要領等の公募に関する資料、様式等は八代市ホームページからダウン 

ロードしてください。 

■ 八代市ホームページ http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/ 

【トップページの『新着情報』又は『仕事・産業情報』→「契約・入札」→『おしらせ』】 

 

７ 質問の受付及び回答 

実施要項等について質問がある場合は、電子メールで次のとおり受け付けます。 

（１）質問の受付 

①質問書（様式５） 

②提出期限 平成２８年１２月２８日（水）１７時必着 

③提出方法 電子メール（口頭による質問は受け付けない。） 

④提出場所 末尾記載の問い合わせ先と同じ。 

（２）質問に対する回答 

提出された質問に対する個別回答は行わず、八代市のホームページ（実施要項等の 

配布先と同ページ）において、質問者を特定できなくした上で、質問及び回答を随時 

公開する。 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類は次に掲げる書式により提案すること。 

提出書類 内容、留意事項等 様式 

１ 企画提案書 別紙「八代市移住者交流ネットワークづくり事業業

務委託仕様書」の業務内容に対して、提案内容を作

成する。 

任意 

２ 参加申請書 様式にしたがい記載する。 様式１ 

３ 業務・活動実績調書 同種及び類似業務の受託実績について記載する。 様式２ 

４ 事業費積算内訳書 業務の積算の基礎（内訳）を記載する。 任意 

５ 業務実施体制調書 受託業務の実施体制について記載する。 様式３ 

６ 配置予定調書 管理責任者、担当者について記載する。 様式４ 

７ 業務工程表 履行期間中の業務スケジュール 任意 

（２）作成要領 提出書類は、Ａ４版（縦横問わず）で統一して作成すること。 

提案内容本文の文字サイズは、１１ポイント以上とすること。 

（作成済みのパンフレット等を除く。） 

（３）提出部数 １０部（正本１部、副本９部（複写可）） 

（４）提出期限 平成２９年１月１０日（火）１７時必着 

（５）提出方法 持参又は郵送（簡易書留郵便に限る。） 

（６）提出場所 末尾記載の問い合わせ先と同じ。 

 



９ 審査基準及び審査方法 

（１）審査基準 

  別紙「審査基準」のとおり 

（２）審査体制及び審査方法 

企画提案の審査は市職員等で構成する「八代市移住者交流ネットワークづくり事業企画提案

選考委員会（以下、「選考委員会」という）」を設置し、「審査基準」に基づき審査（プレゼン

テーション、質疑応答）を行い、委託事業者を選定する。 

ただし、提示金額が委託料を超えている場合はその企画提案書は審査から除外する。 

 

１０ 第１次審査（書類審査） 

（１）審査内容 

  「審査基準」に基づき、企画提案書等の提出が５者以上の場合には、選考委員会事務局にお

いて企画提案書等の内容を評価項目ごとに審査し、第２次審査（プレゼンテーション、質疑応

答）参加事業者を５者程度に選定する。なお、５者に満たない場合は、参加資格審査のみ行う

ものとする。 

（２）審査結果 

  審査結果は、平成２９年１月１１日（水）に、参加申請書に記載された電子メールアドレス

宛に通知する。 

 

１１ 第２次審査（プレゼンテーション、質疑応答） 

（１）実施日 

平成２９年１月１３日（金）を予定 

※ 開始時間、会場等の詳細は別途通知する。 

（２）出席者 

３名以内とし、プレゼンテーションを行う者は本業務に携わる管理責任者とする。 

※管理責任者とは、建設業法でいう主任技術者に相当するものとする。 

（３）審査内容 

参加事業者からのプレゼンテーション（２０分以内）及び企画提案書等に関する質疑 

応答（１０分以内）を実施し、「審査基準」に基づき行う評価の最高得点者（最優秀提 

案者）を優先交渉権者として選定する。 

（４）審査結果 

審査結果は、第２次審査日から概ね一週間後に審査参加事業者に対し参加申請書に記載 

された電子メールアドレス宛に通知する。 

（５）優先交渉権 

（３）の審査により優先交渉権者として選定された提案者と、契約締結の交渉を行う。 

ただし、最高得点提案者が複数ある場合は、選考委員会の議決により選定する。 

なお、当該交渉が不調のときは、（３）の審査による採点結果が上位の者から順に契約 

締結の交渉を行う。 

 



（６）その他 

スクリーン及びホワイトボードは、審査の会場に用意する。 

その他の機器（パソコン・プロジェクター等）は持参すること。 

 

１２ 企画提案書等の取扱い 

（１）提出された企画提案書等は、返却しない。 

（２）提出された企画提案書等は、本業務委託候補者の選定を行う作業に必要な範囲において 

複製することがある。 

（３）提出された企画提案書等は、本業務委託候補者の選定目的以外に提出者に無断で使用 

しない。 

 

１３ その他 

（１）当該プロポーザルに係る費用は、全て参加事業者の負担とする。 

（２）企画提案書等に虚偽の内容が記載されている場合は失格とする。 

（３）審査の公平性を害する行為を行った者は失格とする。 

（４）審査結果に関する質問・異議申し立ては受け付けない。 

（５）提出期限以降の企画提案書等の差し替え及び再提出は認めない。 

（６）提出書類は、公平性、透明性及び客観性を期するため公表することがある。 

（７）提出を求められていない資料を添付するなど過大なものとならないようにすること。 

（８）委託料の支払いは、完了払とし、前金払及び概算払の請求には応じない。 

（９）企画提案書等の提出後に辞退する場合は、辞退届（任意）を提出すること。 

 

１４ 問い合わせ先 

所在地    〒８６９－４２０２ 熊本県八代市鏡町内田４５３－１ 

担当部署  八代市企画振興部 企画政策課 

担当者   赤松 賢人 

電話番号  ０９６５－３３－４１０４（直通） 

ＦＡＸ   ０９６５－６２－８４２５ 

電子メール kikaku@city.yatsushiro.lg.jp 

 


